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No. 対話を希望する事項 文章名 頁

1
既設排水処理棟補
強、建築付帯設備更

新

第1回技術対
話内容書（回

答）

2 現地調査

3 現地調査

4 敷地形状

閲覧資料「既
設排水処理棟
建築確認申請

書類」

図面
番号
４番

5 土壌汚染調査 要求水準書 6

6 既存杭 要求水準書 25

7
アスベスト撤去・処

分
要求水準書 26

8 排水池撹拌機 要求水準書 26

既設排水池撹拌機駆動装置の整備に関して、閲覧資
料から駆動装置と、既設流用とする撹拌軸がカップ
リングで接続されていることが確認できましたが、
カップリングの取り合い詳細寸法が示されておら
ず、接続可否の判断が困難な状況です。カップリン
グの取り合い詳細寸法につきまして、追加でご開示
頂きたく、お願い致します。

　閲覧資料以外に提供できる資料はありません。
　必要に応じて、事業者にてカップリングの取り合い詳細寸法等
の調査を実施していただくことを求めます。

「必要の場合、土壌汚染対策法に基づく調査を行
う」とありますが、調査の結果、万が一措置が必要
となった場合の費用負担は貴企業団との理解でよろ
しいでしょうか。

　万が一措置が必要となった場合は、リスク分担表-No.51に基づ
き企業団の費用負担となります。
　予め企業団から相模原市に対し、基本プランに基づき形質変更
届（掘削面積：22161.6m2、形質変更に係る部分の深さ：17.0m、
杭深度：17.0m、根切り深度：8.95m）を提出した結果、相模原市
から土壌汚染対策法に基づく調査が不要と回答を得ています。

開示頂いた資料等から排水処理本館に既存杭はない
ものと判断しておりますが、誤認識がございました
ら教えて頂きたく、よろしくお願い致します。

　排水処理本館に既存杭はありません。

第1回閲覧資料「アスベスト調査報告書」で示す範
囲以外で、事業者による事前調査業務によって判明
したアスベスト含有建材・工作物等の撤去・処分に
要する費用の負担は貴企業団との理解でよろしいで
しょうか。

　事前調査業務により、追加で発生したアスベスト含有建材・工
作物等の撤去・処分費用については、企業団負担を原則としま
す。

濃縮槽南側に位置する釜場の西側の敷地について、
シート養生された鋳鉄管10本前後が仮置きされてい
ますが、現場工事着手（令和10年9月頃を想定）ま
でに貴企業団にて移設、もしくは撤去頂くことは可
能との理解でよろしいでしょうか。

　当該鋳鉄管の撤去は困難ですが、敷地内移動であれば協議の上
で可能です。但し、本事業の一部として、事業者が移動をしてく
ださい。

濃縮槽南側に位置する釜場の西側の敷地について、
倒木がございます。この敷地を仮設資材置き場等に
使用する場合、事業者にて倒木を伐採し、場内空地
に移動することは可能との理解でよろしいでしょう
か。

　当該倒木につきましては、令和8年度中に企業団にて撤去予定で
す。

第1回閲覧資料「既設排水処理棟　建築確認申請書
類」内の図面番号４番「敷地求積図」について、敷
地東面にＬ字型の敷地(求積番号32から36）が含ま
れていますが、今回の対象敷地にも含まれるとの理
解でよろしいでしょうか。（参考資料添付）

　当該敷地は本事業に含まれません。

　相模原浄水場排水処理施設整備事業　第2回技術対話結果

　第2回技術対話について、対話を実施した入札参加者との対話内容のうち、全ての入札参加者に公開すべきと判断した対話結果を次のとおり公表する。

内容
（応募者記載欄）

回答
（発注者回答欄）

「要求水準書に記載のとおり、企業団との連絡がで
き、事業者のみが使用することを想定した構内通話
設備を事業者が用意してください」とありますが、
貴企業団との連絡ができる通話設備とは要求水準
p.28の「（ニ）災害時でも、企業団の監視室と音声
通信が可能な方法を設けること」に該当し、事業者
のみが使用することを想定した構内通話設備は貴企
業団と直接連絡できなくてもよい（それぞれ別の通
話設備でよい）、との理解でよろしいでしょうか。

　ご理解の通りです。



9
技術提案　再生エネ

ルギーの導入

技術提案書
様式IV-7-1-

⑥

10 配置計画
技術提案書
様式IV-7-2-

②

11 配置計画
技術提案書
様式IV-7-2-

②

12 施工工程表
技術提案書
様式IV-7-2-

③

13 場内整備図 要求水準
別紙
20

14 排水池からの返送 要求水準書 15

15 形質変更届

16 形質変更届

（注2）公表した対話結果は、入札公告に係る質問回答の一部として扱う。

（注3）技術対話の実施内容は、審査に反映しない。

（注1）入札公告資料にされている内容、応募者のノウハウ及び機密情報に関する内容は削除または表現を変更している。

様式IV-7-1-⑥において、再生可能エネルギーの導
入の提案に関する記載がございますが、施工期間中
を対象とした提案も含むとの理解でよろしいでしょ
うか。

様式IV-7-2-②において、「次回の脱水機関連設備
の更新」とは、本事業において新設ないし更新した
脱水機と付随する機械、電気設備の更新を指し、既
設排水処理棟、新設排水処理棟の更新は含まないと
の理解でよろしいでしょうか。

様式IV-7-2-②において、「将来の脱水機関連設備
の更新および建築物の更新」とは、「次回の脱水機
関連設備の更新」で更新した機械、電気設備の更
新、および既設排水処理棟の更新を指すとの理解で
よろしいでしょうか。

様式IV-7-2-③において、施工工程表を掲載する場
合に、A3様式とすることで視認性が向上するものと
考えますが、様式の変更（当該様式をA3×1枚とA4
×2枚とする等）は可能との理解でよろしいでしょ
うか。

施設南東に設ける新設門の公道－門間の幅につい
て、ガス管、エアーベント等に干渉しないことを前
提として、参考図より拡幅することは可能、との理
解でよろしいでしょうか。

「浄水場着水井への返送が可能な基準を満たさない
場合は、下水道に放流すること」とありますが、返
送可能な水質を維持するために適切な運転管理を求
めるものであり、排水池から下水道放流するための
常設ラインを設けることを求めているわけではな
い、との理解でよろしいでしょうか。

相模原市に貴企業団より形質変更届を提出されたと
のご回答がありましたが、事前確認のための届出で
あり、本事業において着工前に正式に提出が必要で
ある、との理解でよろしいでしょうか。

相模原市に貴企業団より提出された形質変更届を参
考としてご提供いただく事は可能、との理解でよろ
しいでしょうか。

　ご理解の通りですが、事業期間全体を通じた環境配慮の観点か
ら評価を行うものであるため、自然エネルギーの活用を目的とし
た設備導入についても評価の対象とします。

　ご理解の通りです。

　ご理解の通りです。契約後に提供します。

　ご理解の通りです。

　建築物は既設排水処理棟、新設排水処理棟共に更新することを
想定しています。建築物の更新を考慮した敷地利用などの提案を
求めるものです。

　ご理解の通りです。

　ご理解の通りです。

　ご理解の通りです。


